
女性が公正な評価のもと昇進の機会を与えられ、職場で生き生きと活躍できるよう

次の行動計画を策定する。

計画期間 令和　4年　4月　1日　から　令和　7年　12月　31日

目　　　標 1つ上位の職階へ昇進した女性社員の割合を20％以上にする。

取組内容 令和　4年　4月～　　経営層や管理職を対象に、会議にて女性活躍に関する意見交換

令和　4年10月～　　人事評価制度を活用し、男女共に昇進の意欲を確認できるようにする

令和　5年　4月～　　昇進基準の見直しと明確化

令和　6年　4月～　　階級別、研修カリキュラムの作成と運用

株式会社　丸きんまんじゅう

令和　4年　3月　29日

女性活躍推進のための行動計画


